
入 札 公 告 

 

 次のとおり一般競争入札に付します。 

 令和６年５月２０日 

                   独立行政法人労働者健康安全機構 

                   熊本労災看護専門学校 

                    契約担当役 松 村  敏 幸 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）調達物品名及び納入数量 

   件  名  体育館取り壊し工事 

（２）規 格 等 契約担当役が別途指定する仕様書による。 

（３）納入期限  令和７年３月１５日 

（４）納 入 先 独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災看護専門学校 

（５）入札方法  

    入札金額は、上記（１）の調達物品のほか、当該業務を履行するために要する

一切の諸経費を含めた総額とする。落札決定にあたっては、入札書に記載された

金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業

者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

 

２ 競争参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年

者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者に

ついては、この限りではない。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）厚生労働省から令和４・５・６年度有資格者名簿［建設工事］のうち九州ブロッ 

クにおける解体に係る一般競争参加資格の認定を受けていること（会社更生法（平 

成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立てがなさ 

れている者については、手続開始の決定後、九州ブロックの一般競争参加資格の再 

認定を受けていること）。詳細については、独立行政法人労働者健康安全機構のホ 

ームページによる。 

（４）厚生労働省から令和４・５・６年度有資格者名簿[建設工事]のうち九州ブロック 

における解体において総合評点が８５０点以上であること（上記（３）の再認定 

を受けた者にあっては、当該再認定の際の各総合評点が８５０点以上であるこ 

と）。 



(５) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法 

に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（上記(３)の再認定を受けた 

者を除く｡）ではないこと。 

（６）施工場所の所在する熊本県又は隣接する県内（福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島 

県）のいずれかに建設業法に基づく本店、支店又は営業所を有すること。 

（７）解体工事事業（建設業法第３条第２項に定められた２９業種の中から選択）の登 

録があり、当該工事に係る特定建設業又は一般建設業の許可を受けているもの。 

 

３ 入札書の提出場所等 

（１）入札書等の提出場所、契約事項を示す場所、入札心得書等の交付場所及び本件に

関する問い合わせ先 

  〒866-0826 熊本県八代市竹原町１５１７－２ 

  独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災看護専門学校 事務 松本 秀治 

  電話０９６５－３３－２００９ 

（２）入札心得書等の交付方法 

   本公告の日から上記３（１）の交付場所にて交付する。 

（３）入札心得書に示す証明書等の受領期限 

   令和６年６月６日（木） １７時００分 

（４）入札書の受領期限 

   令和６年６月６日（木） １７時００分 

（５）開札の日時及び場所 

   令和６年６月７日（金） １４時００分 

独立行政法人労働者健康安全機構 熊本労災看護専門学校１階会議室 

    

４ その他 

（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨。 

（２）入札保証金及び契約保証金 免除。 

（３）入札の無効 本公告及び入札心得書に示した入札参加に必要な資格のない者の

した入札及び入札の条件に違反した入札。 

（４）契約書作成の要否 要。 

（５）落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると契約担当役が判断した 

入札者であって、独立行政法人労働者健康安全機構会計規則第４４条に基づいて 

作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った 

入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その 

者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められると 

き、または、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐 

れがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の 

価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とす 

ることがある。 

（６）手続きにおける交渉の有無 無。 



（７）詳細は入札心得書による。 


